
第
一
号
議
案 

 
 

 

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
つ
い
て 

 

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

山 

田 

雅 

文 

  
 

 

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則 

（

大

分

県

教

育

委

員

会
の

所

管

に

属

す

る

公

益

信

託

の

引

受

け

の

許

可

及

び

監

督

に

関

す

る

規

則

の

廃

止

） 

第

一

条 
大

分

県

教

育

委

員

会

の

所

管

に

属

す

る

公

益

信

託

の

引

受

け

の

許

可

及

び

監

督

に

関

す

る

規

則 

（
昭
和
六
十
一
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
は
、
廃
止

す
る
。 

 

（
大
分
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
委
任
し
又
は
臨
時
に
代
理
さ
せ
る
規

則
の

一
部
改
正
） 

第
二
条 

大
分
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
委
任
し
又
は
臨
時
に
代
理
さ
せ

る

規
則
（
昭
和
三
十
五
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

第
二
条
第
一
項
中
第
十
七
号
を
削

り
、
第
十
八
号
を
第
十
七
号

と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。 

 

（
大
分
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
専
決
さ
せ
る
規
則
の

一
部
改
正
） 

第
三
条 

大
分
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
専
決
さ
せ
る

規
則
（
昭
和
三
十

五
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

第
一
条
中
第
九
号
を
削

り
、
第
十
号
を
第
九
号

と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号

と
す
る
。 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則

は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。 

 

（
大
分
県
教
育
委
員
会
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
規
則
の
廃
止

） 
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２ 

大
分
県
教
育
委
員
会
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
八
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
は
、
廃
止

す
る
。 

 

提
案
理
由 

 
 

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律

（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
に
伴

い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
提
案

す
る
。 

 
 

［第１号議案］
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大
分
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
委
任
し
又
は
臨
時
に
代
理
さ
せ
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
） 

新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 
 

案 

現 
 

 
 

 
 
 

行 

第
一
条 

（
略
） 

 

（
委
任
） 

第
一
条 

（
略
） 

 

（
委
任
） 

第
二
条 

教
育
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
そ
の
権
限
に
属
す
る

事
務
を
教
育
長
に
委
任
す
る
。 

第
二
条 

教
育
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
そ
の
権
限
に
属
す
る

事
務
を
教
育
長
に
委
任
す
る
。 

一
～
十
六 

（
略
） 

一
～
十
六 

（
略
） 

（
削
る
） 

十
七 

教
育
に
関
す
る
公
益
信
託
事
務
の
う
ち
、
許
可
に
関
す
る
こ
と
。 

十
七
～
二
十 

（
略
） 

十
八
～
二
十
一 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

第
三
条 

（
略
） 

 

［第１号議案］
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〇 

大
分
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
専
決
さ
せ
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
） 

新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 
 

案 

現 
 

 
 

 
 
 

行 

（
専
決
） 

（
専
決
） 

第
一
条 

教
育
委
員
会
は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
を
教
育
長
に
専
決
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

第
一
条 

教
育
委
員
会
は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
を
教
育
長
に
専
決
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
八 

（
略
） 

一
～
八 

（
略
） 

（
削
る
） 

九 

教
育
に
関
す
る
公
益
信
託
事
務
の
う
ち
、
許
可
に
関
す
る
こ
と
。 

九
・
十 

（
略
） 

十
・
十
一 

（
略
） 

 

第
二
条 

（
略
） 

 

第
二
条 

（
略
） 

 

［第１号議案］

-4-



公益信託に関する法律の施行に伴う関係規則の整備について 

 

１ 対象規則 

 ⑴ 大分県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規

則（昭和 61 年大分県教育委員会規則第３号） 

 ⑵ 大分県教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理

させる規則（昭和３５年大分県教育委員会規則第５号） 

 ⑶ 大分県教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に専決させる規則（昭和

３５年大分県教育委員会規則第６号） 

 ⑷ 大分県教育委員会に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の

技術の利用に関する規則（平成１８年大分県教育委員会規則第１７号） 

 

２ 整備理由 

  令和８年４月１日に、公益信託に関する法律（令和６年法律第 30 号。以下

「法」という。）の規定に基づく新たな公益信託制度が施行されることに伴い、関

係する教育委員会規則の規定を整備する必要がある。 

 

３ 整備内容 

現行では、教育に関連する公益信託の認可・監督権限は、教育委員会が所管して

いる。 

新たな公益信託制度では、教育に関連する目的の公益信託も含めて、認可・監督

権限が知事に一元化される。 

そのため、以下のとおり、規則の廃止及び一部改正を行う。 

条項 対象規則 内容 

第１条関係

（廃止） 

大分県教育委員会の所管に属する公

益信託の引受けの許可及び監督に関

する規則 

規則の廃止 

第２条関係

（一部改正） 

大分県教育委員会の権限に属する事

務の一部を教育長に委任し又は臨時

に代理させる規則 

「教育に関する公益信託

事務のうち、許可に関す

ること。」を削る。 

第３条関係

（一部改正） 

大分県教育委員会の権限に属する事

務の一部を教育長に専決させる規則 

同上 

附則第２項関

係（廃止） 

大分県教育委員会に係る民間事業者

等が行う書面の保存等における情報

通信の技術の利用に関する規則 

規則の廃止 

※引用している「大分県教

育委員会の所管に属する公

益信託の引受けの許可及び

監督に関する規則（第１条

関係）」の廃止に伴うもの 

  ※ ただし、認可・監督の事務手続は、補助執行により、これまでどおり教育委

員会の職員が行う。 

 

４ 施行期日 

  令和８年４月１日（法の施行期日） 

［第１号議案］
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［第１号議案］

R7.12.22 公益信託制度説明会（内閣府公益法人行政担当室）

大分県では、
奨学金の支給など、
過去４件事例あり

①

②
③

④
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